
議案第７４号 

 

杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年８月２７日 

 

提 出 者  杉 並 区 教 育 委 員 会 

教 育 長  渋 谷  正 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

都費教職員等向けの庶務事務システム及び経費精算システムの導入に伴い、規定

を整備する必要がある。 

 

 



杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年８月 日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第 号

杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則（平成１９年杉並区教育委員会規則

第１０号）の一部を次のように改正する。

第３条中「職員は」の次に「、庶務事務システム（電子計算組織を利用して職員

の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以

下同じ。）に所要事項を入力するとともに」を加え、「を添付して別記様式により、

その実情」を「（以下「証明書類」という。）」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムにより難い場合は、別記様式に証

明書類を添付して届け出ることができる。

附 則

この規則は、令和７年９月１日から施行する。
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杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（届出） （届出） 

第３条 新たに条例第17条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員

は、庶務事務システム（電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等

に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。）

に所要事項を入力するとともに、当該要件を具備していることを証明する

書類（以下「証明書類」という。）   を速やかに杉並区教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に届け出なければならない。住居手当を受け

ている職員について、条例第17条第１項の職員たる要件に係る事実に異動

のあった場合についても、同様とする。 

第３条 新たに条例第17条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員

は                                 

                                  

              、当該要件を具備していることを証明する

書類を添付して別記様式により、その実情を速やかに杉並区教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に届け出なければならない。住居手当を受け

ている職員について、条例第17条第１項の職員たる要件に係る事実に異動

のあった場合についても、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムにより難い場合は、別記様

式に証明書類を添付して届け出ることができる。 
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